
国土交通省が所有する港湾施設の実地監査結果の公表

　国土交通省が公共用財産として所有する港湾施設は、港湾法第54条又は第54条の2、北海道開発のためにする港湾工

事に関する法律第4条第2項又は第5条第1項若しくは沖縄振興特別措置法第108条第6項又は第8項の規定に基づき、港

湾管理者にその管理を委託しています。

　国土交通省が港湾管理者にその管理を委託した港湾施設は、港湾管理者により適正に一般公衆の利用に供され、適時

適切な維持管理がなされる必要があります。

　そこで、四国地方整備局では管理を委託した港湾施設の管理状況について、港湾法施行令第17条の9の規定に基づく

監査を実施し、管理の適正化が図られるよう努めているところです。

　平成23年度以降に四国地方整備局で実施した監査の結果、別添のとおり是正を要する事項が見受けられましたので、

その内容、処理方針及び措置状況を公表します。

　なお、是正を要する事項については、処理方針に沿って毎年、港湾管理者あて是正指導を実施しております。

　今後とも管理の適正化を図る観点から、可能な限り早期に処理するべく努めてまいります。

　



（　別　添　）

連絡先

０８７－８１１－８３３１

０８７－８１１－８３２９

内　　　　　　　　　　　　容 処　　理　　方　　針

徳島小松島港 徳島県

金磯地区防波堤 所有者不明の梯子が置かれている。 令和6年度中に撤去計画をたてる。その計画に
基づき撤去を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

第1埠頭3号-4.5m岸壁 ・エプロンを駐車場として使用している。 令和6年度中に撤去計画をたてる。その計画に
基づき撤去を行う。

対応済 令和6年度対応済

第1埠頭3号-4.5m岸壁 ・係船柱等に所有者不明のタイヤ、資材が設置
されている。
・係船柱、車止めに所有者不明のタイヤが放置
されており、これにより係船柱の使用が困難と
なっている。
・エプロンに所有者不明の箱、ケーブルが設置
されている。
・エプロンに所有者不明の資材が放置されてい
る。
・エプロンに所有者不明のホースが設置されて
いる。
・エプロンに民間事業者のケーブルが設置され
ている。
・所有者不明の係船環が設置されている。

令和6年度中に撤去計画又は手続計画をたて
る。その計画に基づき撤去・手続きを行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

第1埠頭3号-4.5m岸壁 ・防舷材のボルトが外れている。本体に亀裂が
ある。
・防舷材本体が一部外れている。

令和6年度中に修繕計画を立てる。その計画に
基づき修繕を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

第2埠頭-4.5m岸壁 ・所有者不明のはしごが設置されている。
・放置艇が係留されている。
・所有者不明の係船環、工作物が設置されてい
る。

令和6年度中に撤去計画をたてる。その計画に
基づき撤去を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

第2埠頭-4.5m岸壁  ・はしごのボルトが外れ、一部欠落している。
 ・防舷材本体に永久変形（欠損）がある。
 ・防舷材のボルトが外れている。本体に亀裂が
ある。

令和6年度中に修繕計画をたてる。その計画に
基づき修繕を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

第2埠頭-4.5m岸壁 取付部において鋼矢板の腐食、目地開き、エプ
ロンの沈下がある。

令和6年度中に修繕計画をたてる。その計画に
基づき修繕を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

第2埠頭-4.5m岸壁 一般定期点検診断で鋼矢板が腐食していること
を確認している。

令和6年度中に修繕計画をたてる。その計画に
基づき修繕を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

第2埠頭岸壁(取付先
端)

・所有者不明の係船環が設置されている。 令和6年度中に撤去計画又は手続計画をたて
る。その計画に基づき撤去・手続きを行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

港湾名 港湾管理者名 施　　　設　　　名
是　　　　正　　　　を　　　　要　　　　す　　　　る　　　　事　　　　項

措　　置　　状　　況

港湾法施行令第17条の９に基づく実地監査結果公表（四国地方整備局）

問合せ先

港湾空港部港湾管理課海岸管理支援係

港湾空港部港湾事業企画課維持管理担当

令和6年度
実地監査分

松山港 愛媛県



内　　　　　　　　　　　　容 処　　理　　方　　針
港湾名 港湾管理者名 施　　　設　　　名

是　　　　正　　　　を　　　　要　　　　す　　　　る　　　　事　　　　項

措　　置　　状　　況

令和5年度
実地監査分

高知港 高知県

取付護岸 護岸を物揚場として使用させている。 令和6年中に撤去計画をたてる。その計画に基
づき、撤去を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定



内　　　　　　　　　　　　容 処　　理　　方　　針
港湾名 港湾管理者名 施　　　設　　　名

是　　　　正　　　　を　　　　要　　　　す　　　　る　　　　事　　　　項

措　　置　　状　　況

由良南物揚場 前面水域に放置艇が沈没し、航行、港湾施設
利用の妨げとなっている。

令和6年中に撤去計画をたてる。その計画に基
づき、撤去を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

荷さばき地敷 荷さばき地敷の一部が県道敷となっている。 令和6年中に是正計画をたてる。その計画に基
づき、手続きを行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

上川口港 高知県

船舶役務用敷地 所有者不明の船舶が１隻放置されている。
廃棄物（タイヤ、看板など）が放置されている。

令和6年中に撤去計画をたてる。その計画に基
づき、撤去を行う。

対応済 令和6年度対応済

令和4年度
実地監査分

松山港 愛媛県



内　　　　　　　　　　　　容 処　　理　　方　　針
港湾名 港湾管理者名 施　　　設　　　名

是　　　　正　　　　を　　　　要　　　　す　　　　る　　　　事　　　　項

措　　置　　状　　況

防波堤（外） グレーチングが腐食している。 令和6年中に修繕計画をたてる。その計画に基
づき、修繕を行う。

対応済 令和6年度対応済

防波堤（外） 消波ブロックが沈下している。 令和6年中に修繕計画をたてる。その計画に基
づき、修繕を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

津田地区護岸 ブロックが放置されている。 令和6年中に撤去計画をたてる。その計画に基
づき、撤去を行う。

対応済 令和6年度対応済

津田地区-10m岸壁 エプロン背後にへこみがある。 令和6年中に修繕計画をたてる。その計画に基
づき、修繕を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

令和3年度
実地監査分

徳島小松島港 徳島県



内　　　　　　　　　　　　容 処　　理　　方　　針
港湾名 港湾管理者名 施　　　設　　　名

是　　　　正　　　　を　　　　要　　　　す　　　　る　　　　事　　　　項

措　　置　　状　　況

令和2年度
実地監査分

松山港 愛媛県

堀川物揚場 コンテナ等により不法占用されている。 令和6年中に撤去計画をたてる。その計画に基
づき、撤去を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定



内　　　　　　　　　　　　容 処　　理　　方　　針
港湾名 港湾管理者名 施　　　設　　　名

是　　　　正　　　　を　　　　要　　　　す　　　　る　　　　事　　　　項

措　　置　　状　　況

令和元年度
実地監査分

高知港 高知県

航路護岸 資材等により不法占用されている。
火気の使用がされている。

令和6年中に撤去計画をたてる。その計画に基
づき、撤去を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定



内　　　　　　　　　　　　容 処　　理　　方　　針
港湾名 港湾管理者名 施　　　設　　　名

是　　　　正　　　　を　　　　要　　　　す　　　　る　　　　事　　　　項

措　　置　　状　　況

-10ｍ岸壁 縁金物の欠損及び変形した箇所が複数ある。 令和6年中に修繕計画をたてる。その計画に基
づき、修繕を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

外防波堤 本体スリットの破断（1ヵ所）がある。
（平成25年度実地監査からの継続事項）

令和6年中に修繕計画をたてる。その計画に基
づき、修繕を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定
平成30年度
実地監査分

高松港 香川県



内　　　　　　　　　　　　容 処　　理　　方　　針
港湾名 港湾管理者名 施　　　設　　　名

是　　　　正　　　　を　　　　要　　　　す　　　　る　　　　事　　　　項

措　　置　　状　　況

防波堤（内） 被覆石に係留杭が設置されている。 令和6年中に撤去計画をたてる。その計画に基
づき、撤去を行う。。

未処理 令和7年度以降処理予定

防波堤（北堤） 被覆石にブロック、石、係留杭が設置されてい
る。

令和6年中に撤去計画をたてる。その計画に基
づき、撤去を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

防波堤（外） 階段に設置者不明の手すりが設置されている。 令和6年中に撤去計画をたてる。その計画に基
づき、撤去を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

津田地区護岸 被覆石にブロック等が設置されている。 令和6年中に撤去計画をたてる。その計画に基
づき、撤去を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

津田地区-10m岸壁 上部工に欠損がある。 令和6年中に修繕計画をたてる。その計画に基
づき、修繕を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

津田地区けい船杭（-
10m）（分離堤）

ケーブル埋設用蓋が陥没するおそれがある。 令和6年中に修繕計画をたてる。その計画に基
づき、修繕を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

津田地区泊地分離堤 ケーブル埋設用蓋が陥没するおそれがある。 令和6年中に修繕計画をたてる。その計画に基
づき、修繕を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

津田地区けい船杭（-
12m）（分離堤）

ケーブル埋設用蓋が陥没するおそれがある。 令和6年中に修繕計画をたてる。その計画に基
づき、修繕を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

沖洲地区護岸（防波） 水たたきの基礎材が流出している。 令和6年中に修繕計画をたてる。その計画に基
づき、修繕を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

高知港 高知県

取付護岸 護岸の敷地上に恒久的な建物が設置され、公
共性が確保されていない。（設置者2名）

令和6年中に撤去計画をたてる。その計画に基
づき、撤去を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

平成28年度
実地監査分

徳島小松島港 徳島県



内　　　　　　　　　　　　容 処　　理　　方　　針
港湾名 港湾管理者名 施　　　設　　　名

是　　　　正　　　　を　　　　要　　　　す　　　　る　　　　事　　　　項

措　　置　　状　　況

徳島小松島港 徳島県

元根井北護岸 施設上部に工作物が設置されている。 令和6年中に撤去計画をたてる。その計画に基
づき、撤去を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

吉田浜防波堤 船舶が不法に係留している。 令和6年中に撤去計画をたてる。その計画に基
づき、撤去を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

エプロン部に段差・ひび割れがある。 令和6年中に修繕計画をたてる。その計画に基
づき、修繕を行う。

対応済 令和6年度対応済

船舶が不法に係留している。 令和6年中に撤去計画をたてる。その計画に基
づき、撤去を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

堀川物揚場
平成27年度
実地監査分

松山港 愛媛県



内　　　　　　　　　　　　容 処　　理　　方　　針
港湾名 港湾管理者名 施　　　設　　　名

是　　　　正　　　　を　　　　要　　　　す　　　　る　　　　事　　　　項

措　　置　　状　　況

金磯地区-9m岸壁 広範囲でエプロン部にひび割れ、沈下、上部工
の鉄筋の露出がある。また車止めが滅失してお
り、防舷材及び取付金具に損傷、劣化がある。

令和6年中に修繕計画をたてる。その計画に基
づき、修繕を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

金磯地区-4m物揚場 エプロン部に沈下、ひび割れがあり、上部工の
角欠けがある。
係船柱、防舷材、車止め、梯子に滅失、損傷が
ある。

令和6年中に修繕計画をたてる。その計画に基
づき、修繕を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

金磯地区-4m物揚場(南) エプロン部に沈下、ひび割れがあり、係船柱、
防舷材、車止めに滅失、損傷がある。

令和6年中に修繕計画をたてる。その計画に基
づき、修繕を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

金磯地区-4m物揚場
(南)取付

エプロン部に沈下があり、一部沈下端部が浮き
上がっている。

令和6年中に修繕計画をたてる。その計画に基
づき、修繕を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

防波護岸 上部工、本体工に陥没、ひび割れがある。 令和6年中に修繕計画をたてる。その計画に基
づき、修繕を行う。

未処理 令和7年度以降処理予定

平成26年度
実地監査分

徳島小松島港 徳島県



内　　　　　　　　　　　　容 処　　理　　方　　針
港湾名 港湾管理者名 施　　　設　　　名

是　　　　正　　　　を　　　　要　　　　す　　　　る　　　　事　　　　項

措　　置　　状　　況

平成24年度
実地監査分

松山港 愛媛県

由良南物揚場 物揚場の一部が県道敷となっている。 令和6年中に手続計画をたてる。その計画に基
づき、手続きを行う。

未処理 令和7年度以降処理予定


